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沖縄県 那覇市 那覇市教育委員会 学校教育部 学務課 098-917-3505 naha_e_g_gaku001@city.naha.lg.jp
https://www.city.naha.okinawa.jp/child/education/kyouik
ugakumu/enjyo/h30shuugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の通知書に小学校入学準備金支給のお知らせを掲載している。

沖縄県 宜野湾市 宜野湾市教育委員会 指導部 学務課 助成係 098-892-8283 Kyoiku06@city.ginowan.okinawa.jp
http://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/2/3/1/1/1/
1518.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・教職員と関係者向けの会議で説明を実施している。
・福祉部局の生活支援員を通じて周知を行っている。

沖縄県 石垣市 石垣市教育委員会 学務課 0980-83-0355 kyo-gakumu@city.ishigaki.okinawa.jp
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/gakumu/ga
kumu02/746.html ○ ○ ○ ○

沖縄県 浦添市 浦添市教育委員会 指導部 学校教育課 098-876-1210 gakumu@city.urasoe.lg.jp http://www.city.urasoe.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市の他部署への情報発信（関連部署）

沖縄県 名護市 名護市教育委員会 学校教育課 学務係 0980-53-1212（内線381）
http://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2018071300422
/ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄県 糸満市 糸満市教育委員会学校教育課 098-840-8165 gakkou-kyouiku@city.itoman. https://www.city.itoman.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
沖縄県 沖縄市 指導部 学務課 098-937-6602 b02josei@city.okinawa.lg.jp http://www.city.okinawa.okinawa.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄県 豊見城市 豊見城市教育委員会 教育部 学校教育課 098-850-0035 gakkyo@city.tomigusuku.lg.jp https://www.city.tomigusuku.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市役所内の各課へチラシを配布し、業務に支障のない範囲内で窓口に設置するよう依頼して
いる。

沖縄県 うるま市 うるま市教育委員会 指導部 学務課 098-923-2159 kyo-gakubuka@city.uruma.lg.jp http://www.city.uruma.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○
沖縄県 宮古島市 教育部学校教育課 0980-72-9959 be.gakumu@city.miyakojima.lg.jp ○ ○ ○ ○
沖縄県 南城市 南城市教育委員会 教育指導課 098-917-5364 kyoushidou@city.nanjo.okinawa.jp http://www.city.nanjo.okinawa.jp/ ○ ○ ○ 〇 〇
沖縄県 国頭村 国頭村教育委員会 0980-41-2255 ○
沖縄県 大宜味村 教育委員会 0980-44-3006 kazuki@vill.ogimi.lg.jp http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/education/ ○ ○ ○ ○

沖縄県 東村 東村教育委員会 0980-43-2130 kyoiku@vill.okinawa-higashi.lg.jp ○
教育委員会から児童生徒の属する全世帯へ就学援助制度の書類一式（パンフレット、申請書
等）を郵送。

沖縄県 今帰仁村 今帰仁村教育委員会 学校教育課 098-056-2645 gokko1@vill.nakijin.lg.jp http://www.nakijin.jp ○ ○ ○ ○
・各学校へ全児童生徒の保護者へ申請案内を配布。
・該当者掘り起こしの為、今帰仁村役場福祉保健課子ども応援支援員が訪問。

沖縄県 本部町 本部町教育委員会 学校教育班 0980-47-2206 gatukou@town.motobu.okinawa.jp http://www.town.motobu.okinawa.jp ○ ○ ○ ○ ○

・学校を通し全児童生徒の保護者へ就学援助の申請案内資料を配布。
・町営電光掲示板で申請案内を周知。
・学校給食費の封筒に制度内容を記載。

沖縄県 恩納村 恩納村教育委員会 学校教育課 098-966-1209 gakkou@vill.onna.lg.jp
https://www.vill.onna.okinawa.jp/living/education/14975
99570/1491461308/ ○ ○ ○

沖縄県 宜野座村 宜野座村教育委員会 教育課 098-968-8522 http://www.ginoza.ed.jp ○ ○ ○ ○
・学校及び各区公民館、村内施設に就学援助ポスターを掲示。
・地域民生（児童）委員より就学援助が必要である世帯への制度の説明を行っている。

沖縄県 金武町 金武町教育委員会 学校教育課 098-968-2991 gako@town.lg.jp https://www.town.kin.okinawa.jp/ ○ ○ ○ ○ 町内全児童生徒の世帯へ就学援助制度の資料を郵送している。
沖縄県 伊江村 伊江村教育委員会 0980-49-2334 https://www.iejima.org/ ○ ○ ○ ○
沖縄県 読谷村 教育委員会 教育総務課 教育総務係 098-982-9228 info-kyouiku@yomitan.jp https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄県 嘉手納町 教育総務課 098-956-1111(内254) kyoikusomu@town.kadena.okinawa.jp http://www.educ.kadena.okinawa,jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・じんじんメールにて申請関係の周知。
・学校事務から前年度認定者に対して電話による申請勧奨。
・子ども支援コーディネーターとの連携による周知。

沖縄県 北谷町 学校教育課 098-982-7705 gakkou-kyoiku@chatan.jp
http://www.chatan.jp/kosodate/kyouiku/kyoiku/josei_hoj
okin/gakumu2.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 家庭訪問時に保護者へ配布

沖縄県 北中城村 北中城村教育委員会 教育総務課 098-935-3773
http://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/kosodatekyoiku/teat
e/606.html ○ ○ ○ ○

沖縄県 中城村 教育総務課 098-895-3276 kyoiku@vill.nakagusuku.lg.jp
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/detail.jsp?id=52
488&menuid=11380&funcid=1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄県 西原町 西原町教育委員会 教育総務課 098-945-5039 gakumu@town.nishihara.okinawa.jp
http://www.town.nishihara.okinawa.jp/kosodateguide/ind
ex.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

他課（子どもの貧困対策事業主管課）が関わっている世帯に対して、個別に情報提供を行って
いる。

沖縄県 与那原町 与那原町教育委員会 学校教育課 098-945-2361 toubaru.m@town.yonabaru.okinwa.jp
http://www.town.yonabaru.okinawa.jp/kosodate/gakkou/
pdf/H30_SyugakuEnzyo.pdf ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

沖縄県 南風原町 南風原町教育委員会 学校教育課 098-889-6181 haebedu@town.haebaru.lg.jp http://www.town.haebaru.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 町の社会福祉協議会発行の「福祉のしおり」に就学援助制度を記載。
沖縄県 渡嘉敷村 渡嘉敷村教育委員会 098-987-2120 g-kyouiku@vill.tokashiki.lg.jp ○ ○ 就学援助制度の周知文書及び申請書を全保護者に配布。
沖縄県 座間味村 座間味村教育委員会 098-987-2153 gakkou@vill.zamami.lg.jp 〇 ○ 各字の掲示板にて周知。また対象世帯に直接通知。
沖縄県 粟国村 粟国村教育委員会 098-988-2449 ○ 希望する保護者に対し、就学支援制度について案内文を出し、説明している。

沖縄県 渡名喜村 渡名喜村教育委員会 098-989-2015 ○ 学校給食費や医療費等について全児童生徒に補助しているため就学援助は実施していない。
沖縄県 南大東村 南大東村教育委員会 09802-2-2531 info@vill.minamidaito.okinawa.jp ○ ○ 小規模なので小中学生及び保護者の状況を把握しているので直接案内する。
沖縄県 北大東村 北大東村教育委員会 09802-3-4138 misao.c@vill.kitadaito.lg.jp ○ ○ ○ 教育委員会にて該当者へ周知。
沖縄県 伊平屋村 教育委員会 0980-46-2003 kyouiku@vill.iheya.okinawa.jp http://terusino.ryukyu ○ ○
沖縄県 伊是名村 教育委員会 0980-45-2318 m.kamiya@vill.izena.lg.jp ○ ○
沖縄県 久米島町 教育課 098-985-2287 kyoiku@town.kumejima.lg.jp ○
沖縄県 八重瀬町 八重瀬町教育委員会 学校教育課 098-998-7571 gakkou-k@town.yaese.lg.jp http://www.town.yaese.okinawa.jp/yaese/ ○ ○ ○ ○ ○ ○
沖縄県 多良間村 多良間村教育委員会  教育課 0980-79-2674 kyouitrm@vill.tarama.lg.jp ○
沖縄県 竹富町教育委員会 竹富町教育委員会  教育課 0980-87-6256 takekyouiku@town.taketomi.okinawa.jp ○ ○
沖縄県 与那国町 与那国町教育委員会  総務課 0980-87-2002 masae-s@town.yonaguni.lg.jp ○ ○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他
→（２）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）
①都道府県 ②市区町村名

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

（２）ケの内容
１．就学援助制度の周知方法
（１）就学援助制度の周知方法について（あてはまるもの全てに○）
ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）



41 41

沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市
沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市
沖縄県 糸満市
沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市
沖縄県 うるま市
沖縄県 宮古島市
沖縄県 南城市
沖縄県 国頭村
沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村
沖縄県 金武町
沖縄県 伊江村
沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町
沖縄県 南風原町
沖縄県 渡嘉敷村
沖縄県 座間味村
沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村
沖縄県 南大東村
沖縄県 北大東村
沖縄県 伊平屋村
沖縄県 伊是名村
沖縄県 久米島町
沖縄県 八重瀬町
沖縄県 多良間村
沖縄県 竹富町教育委員会
沖縄県 与那国町

①都道府県 ②市区町村名

Ⅱ 自由記述欄

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和
元年度
（令和２
年度新入
学分）以
前

イ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）

ウ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）以
降

エ．未定

26 6 8 1 26 3 2 1 26 6 8 1 26 3 2 1 1 3

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

石垣市においては、「沖縄県子どもの貧困対策推進交付金事業」の補助により、
認定基準の緩和や新入学用品費の前倒し支給を行なう等就学援助の拡充を行なっ
てきた。これにより認定者数は年々増加している状況だが、就学援助費の支給単
価については国が示す限度額を満たしておらず、同事業終了後の令和4年度以降は
認定基準の見直しを検討せざるを得ない財政状況である。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

・自治体広報誌やHP、案内チラシ等による制度周知を図っているが、当初申請期
間後の申請や潜在需要者が見受けられることから、本制度を真に必要としている
世帯への周知徹底が課題である。
・一方、本制度の必要性及び認知度の高まりと支援内容の拡充が図られているこ
とで、申請件数等が増加し、それに伴い、援助費も年々増加傾向であることか
ら、財源確保も重要課題となっている。

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○
○ ○

○ ○ 無償化しているため。
○ ○ 令和2年中に規則を見なおし、来年度からは適用していく方針。
○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○

Ⅰ 令和２年度就学援助制度の実施について

＜小学校＞① 実施・検討状況について ＜小学校＞②
①でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
①でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期

＜中学校＞③ 実施・検討状況について

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する貴市区町村の取
組・対応について，これまでの回答への補足

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）
（２）
（１）①及び③のエの内容

（１）令和２年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について（あてはまるもの１つに○）
＜中学校＞④
③でアと回答･･･入学前支給を導入した時期
③でイと回答･･･導入開始を検討（予定）してい
る時期


